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会長時間

会長 下田 敬三

皆さん、こんにちは。お客様、ようこそお越しくださいました。どうぞごゆっくり

お過ごしください。

11月はロータリー財団月間です。本日の卓話時間は、小川ロータリー財団委

員長より、ロータリー財団についてのお話があります。

私の方からは、ロータリー財団支援のご協力をお願いしたいと思います。財団

は全て寄附金により運営されており、３種類の寄附金がございます。

１．年次寄付は、３年後のプログラムに全額使用されます。

当クラブでは、一人年間120ドルの寄付をお願いしています。

２．恒久基金寄付は、３年後に基金の運用益だけが使用されます。

ベネファクターを会員の中から一人以上お願いすることとなります。

３．使途指定寄付（ポリオ・プラス）

併せて、ロータリーカード加入促進がございます。ロータリーカードは、財団活動を支援する唯一のオフィシャルク

レジットカードであります。利用された内の0.3パーセントが財団への寄付となります。会員の皆さまの、財団へのご

理解とご協力をよろしくお願い致します。

次に、11月10日(土)大竹ロータリークラブ創立50周年記念式典・祝賀会が宮島ホテルまことにて盛大に開催され、

来賓として、大竹市長、国際ロータリー第2710地区ガバナー大之木精二様、そして在広クラブの会長、幹事等、多

くの方々が出席されました。私と長松副幹事が出席し、お祝いを申し上げました。大竹ロータリークラブ望戸清彦会

長は挨拶の中で、更なる一世紀へ向けて一層充実した活動をお誓い申し上げますと結ばれました。

今回の例会（１１月２１日）

ゲスト卓話

広島北ロータリークラブ

福田 拓造 様

次回の例会（１１月２８日）

新入会員歓迎夜間例会

出席報告
（例会運営委員会）

11月14日(水)出席者

会員総数 43名

出席会員 36名

欠席会員 7名

ご来賓 0名

ご来客 4名

ゲスト 0名

来客者紹介
（親睦家族委員会）

11月14日(水)出席者

広島ＲＣ 1名

広島南ＲＣ 1名

広島東ＲＣ 1名

広島城南ＲＣ 1名

幹事報告（瀬川幹事）

■お知らせ

・ 12月19日(水)クリスマス夜間例会のご案内をボックス配布
しております。出欠のご回答は同封のハガキにてお願いい
たします。

ロータリー財団 表彰

下田敬三会長がロータリー財団恒久基金への寄付をさ
れ、ベネファクターの表彰を受けられました。小川ロータ
リー財団委員長より表彰品を授与しました。

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121

【会長】下田 敬三 【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F 【TEL】082-221-4894
【幹事】瀬川 長良 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/ 【FAX】082-221-4870



2012年11月21日(水)発行

会 員 卓 話

ロータリー財団について

ロータリー財団常任委員会

理事 小川 嘉彦 会員

ロータリー財団委員会と米山奨学委員会

米山奨学委員会

ロータリーの理想とする国際理解と相互理解に努め、国際親善と交流を深める

ために優秀な留学生を支援し、国際平和の創造と維持に貢献することを目的と

しています。1952年に東京ロータリー倶楽部が日本のロータリーの礎（いしづえ）

を気づいた米山梅吉氏の遺徳を記念するために「米山基金」を設立し、1957年

より全国規模の「ロータリー米山奨学委員会」が組織され、1967年７月１日に財

団法人ロータリー米山奨学会が設立された。累計で121の国と地域から17,028

人に及んでいます。

ロータリー財団委員会

ロータリー財団の始まり ※（別紙）ロータリージャパン『ロータリー財団の始まり』

ロータリー財団とは

定款の抜粋

寄付には

新補助金について

補助金制度が新しくなります

2010-11年度からパイロット地区による試行、2013-14年度から実施

手続を簡素化し、地域ニーズに迅速に対応する。

世界の優先的ニーズに焦点を絞り、持続可能で大規模なプロジェクトを推進する。

奉仕の成果をもっと確実なものにする。

財団の標語 世界で良いことをしよう

財団の使命 ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、

親善、平和を達成できるようにすること。

名称 当法人の名称は、国際ロータリーのロータリー財団である。
目的 本法人は、人道的かつ教育的目的、または1954年国内歳入法第501項(c)(3)もしくは以後の連邦租税法の

関連規定に定められ、かつ、法人会員の承認したほかの目的と目標のためにのみ組織され、常に運営され
るものとする。この目的の中には博愛、慈善、教育または人道的という特質をもつ実質的かつ効果的なプロ
グラムの推進を通じて、さまざまな国の国民の間に理解と友好関係を助長することが含まれるが、これらに
限定されるものではない。

・ 年次寄付 寄付の基盤であり、この寄付は使い道を指定することなくロータリー財団に寄付するもので、３年後に
全額使われます。（運用収益が財団の運営費）

・ 恒久基金寄付 寄付金は使用せず基金として積み立てて運用収益のみ使用する。1,000＄を寄付するとベネフ
ァクター（現在８名）

・ 使途指定寄付 あらかじめ使い道を決めて寄付する。ポリオ・プラスがその代表例

重点分野 平和と紛争予防／紛争解決 水と衛生設備
疾病予防と治療 基礎的教育と識字率向上
母子の健康 経済と地域社会の発展
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下田敬三 会員
11月はロータリー財団月間です。ロータリー財団への支援

をよろしくお願いします。

ＳＡＡより
ということで全員出宝をお願いします。

堀江正憲 会員
10月21日広島県知事表彰(食育推進功労者表彰)を受けま
した。健康ひろしま21の会長、食育健康づくり実行委員長

の評価と思います。ありがとうございました。

堀江正憲 会員
11月14日本日、広島県社会福祉協議会会長表彰を山本三

郎会長からいただきました。皆様方のおかげです。感謝申
し上げます。

森川和彦 会員
私の所属する民暴委員会が広島県防犯連合会から感謝状

をいただきました。

当日計 39,000円 累計 391,000円


